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税務訴訟資料 徴収関係判決 平成３０年判決分（順号２０１８－２３） 

横浜地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 取消等請求事件 

国側当事者・国 

平成３０年７月４日却下・棄却・控訴 

 

判 決 

原告 Ｘ 

被告 国 

同代表者法務大臣 上川 陽子 

同指定代理人 安實 涼子 

 羽鳥 裕士 

 山下 栄子 

 小田 隆弘 

 須藤 申弥 

 小坂 明正 

 西田 昭夫 

 秋山 真優美 

 廣中 洋一 

 松下 政昭 

 

主 文 

１ 本件訴えのうち、平塚税務署員がした原告名義に係る平成２４年分の所得税並びに平成２５年

分及び平成２６年分の所得税及び復興特別所得税の各修正申告の取消しを求める部分を却下する。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 平塚税務署員がした原告名義に係る平成２４年分の所得税並びに平成２５年分及び平成２６

年分の所得税及び復興特別所得税の各修正申告を取り消す。 

２ 被告は、原告に対して、１０万円を支払え。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、平成２４年分ないし平成２６年分の所得税等に係る各修正申告に関し、原告名義に

係る各修正申告書が平塚税務署に提出され、その後、平塚税務署長により、上記各修正申告書

に基づく税額を前提として、原告に対し差押処分がされたことにつき、原告が、被告に対し、

上記各修正申告書は平塚税務署の職員が原告の印鑑を勝手に押印して作成したものである旨を

主張して、行政事件訴訟法３条２項に基づき、上記各修正申告書に係る修正申告（以下「本件

各修正申告」という。）の取消しを求めるとともに、違法な差押処分により１億５７７６万６

１００円の損害を被った旨を主張して、国家賠償法（以下「国賠法」という。）１条１項に基
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づき、上記損害の一部である１０万円の支払を求める事案である。 

２ 国税通則法の定め 

（１）１７条１項は、申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところに

より、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない旨規定している。 

（２）１９条１項１号は、納税申告書を提出した者は、先の納税申告書の提出により納付すべき

ものとしてこれに記載した税額に不足額があるときは、その申告について、２４条（更正）

の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告

書を税務署長に提出することができる旨規定している。 

（３）２４条は、税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載

された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、そ

の他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当

該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する旨規定している。 

（４）７４条の１１第２項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、

当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容（更正決定等をすべきと認めた額

及びその理由を含む。）を説明するものとする旨規定している。 

 同条３項は、当該説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告

又は期限後申告を勧奨することができ、この場合において、当該調査の結果に関し当該納税

義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をす

ることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない旨

規定している。 

３ 前提となる事実（争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められ

る事実） 

（１）原告は、平成５年１２月２０日から、神奈川県平塚市所在のＡ（以下「本件店舗」とい

う。）において飲食業（以下「本件飲食業」という。）を営む者である。（乙５） 

（２）原告は、平成２４年分ないし平成２６年分（以下「本件各係争年分」という。）の所得税

等につき、本件飲食業に係る事業所得のみを確定申告（以下「本件各確定申告」という。）

した。（乙１ないし３） 

（３）平塚税務署の職員であったＢ統括国税調査官（以下「Ｂ統括官」という。）及びその部下

であったＣ国税調査官（以下「Ｃ調査官」という。）は、原告名義に係る先物取引の内容を

解明するとともに、本件飲食業の申告状況を確認するため、平成２７年１０月２７日から、

原告の自宅や本件店舗に臨場して必要な書類の提出を受けたり、原告から事情を聴取するな

どの調査（以下「本件調査」という。）を行ったところ、本件各係争年分について、外国為

替証拠金取引（以下「ＦＸ取引」という。）による所得が申告漏れになっており、本件各確

定申告の内容について是正する必要があると判断した。（乙４、６、７の１ないし３） 

（４）Ｂ統括官及びＣ調査官は、平成２８年１月１４日、平塚税務署において原告と面談をした

（以下「本件面談」という。）。本件面談後、原告の住所及び氏名が署名され、原告の印影が

押印された平成２４年分の所得税並びに平成２５年分及び平成２６年分の所得税及び復興特

別所得税の各修正申告書（以下「本件各修正申告書」という。）が作成されて平塚税務署に

提出され、本件各修正申告書どおりの各修正申告（本件各修正申告）がされるに至った。

（乙８ないし１０） 
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（５）平塚税務署長は、平成２８年２月２５日及び同年４月２６日、国税通則法３７条１項に基

づき、原告に対し、督促状により、本件各修正申告に係る税金の納付を督促した上、同年９

月５日、国税徴収法４７条１項に基づき、株式会社Ｄ（以下「Ｄ社」という。）とのＦＸ取

引を行うに際して差し入れた証拠金の返還請求権及び当該取引において発生する売買差益金

等の支払請求権（以下「本件債権」という。）を差し押さえ、同月７日、同法６２条１項に

基づき、Ｄ社に債権差押通知書を送達した（以下「本件差押処分」という。）。（乙１３、１

４） 

（６）原告は、平成２８年１１月２２日、本件差押処分に不服があるとして、平塚税務署長に対

し、再調査の請求を行ったが、再調査審理庁は、同年１２月１６日付けで、同請求を却下す

る旨の決定をした。（甲８、乙１２） 

（７）原告は、平成２９年１月１０日、国税不服審判所長に対し、本件差押処分等の取消しを求

めて、審査請求を行ったが、同審判所長は、当該審査請求を却下する旨の裁決をした。（甲

８、９） 

４ 争点及びこれに関する当事者の主張 

（１）本件各修正申告の取消しを求める訴え（以下「本件取消しの訴え」という。）の適法性 

（被告の主張） 

 取消訴訟の対象となる「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が法令の規定に基

づき行う行為のうち、その行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する

ことが法律上認められているものをいうところ、修正申告は、納税申告書を提出した者が、

既にされた申告に係る納付すべき税額に不足額がある場合などに、課税標準等又は税額等を

修正する納税申告の一種であって（国税通則法１９条１項）、納付すべき税額を確定させる

などの公法上の法律効果を有する行為ではあるが、いわゆる私人の公法行為であって、行政

庁の公権力の行使としての処分に該当しないから、本件各修正申告も処分には該当せず、し

たがって、本件取消しの訴えは不適法というべきである。 

 なお、原告は、国が強制的に修正申告をさせた場合、又は国が自ら修正申告をしたのと同

視できるような場合には、実質上、国の行為であって、処分又は公権力の行使に当たる旨を

主張するが、法令上、修正申告は国（税務署長）が行うとされている行為でない以上、いか

なる事情があっても、修正申告は「処分」に該当しない。 

（原告の主張） 

 原告は、本件面談の際、Ｂ統括官から威圧的に印鑑の提出を求められたため、畏怖してＣ

調査官に印鑑を交付したところ、Ｃ調査官が自ら本件各修正申告書に押印したものであり、

このように本件各修正申告は、原告が自由な意思に基づいて任意に行ったものではなく、国

が強制的にさせたものであるから、本件各修正申告は、実質上、国の行為であって処分又は

公権力の行使に該当するというべきである。 

（２）本件差押処分に至る手続に国賠法上違法な点があるか否か 

（原告の主張） 

 前記のとおり、本件各修正申告は、原告が自由な意思に基づいて任意に行ったものではな

く、国が強制的にさせたものであるから、国賠法上も違法である。 

 また、本件差押処分は、このように違法な本件各修正申告を前提とするものである上、原

告が本件債権を差し押さえられるとＦＸ取引における含み損が決済により現実化してしまう
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ので暫く待ってほしいと申し入れたにもかかわらず強行されたものであるところ、これは、

国税の徴収により、納税者の事業や生活をできる限り破綻させないよう配慮すべきとして規

定された滞納処分に関する猶予の制度（国税徴収法１５１条、１５１条の２）の趣旨にも背

くものであるから、本件差押処分も、国賠法上違法である。 

（被告の主張） 

 Ｃ調査官らは、本件調査により、本件各係争年分の原告の所得税等について、ＦＸ取引に

係る所得が申告漏れとなっているため、本件確定申告の内容を是正する必要があると判断し

たところ、国税通則法７４条の１１（調査の終了の際の手続）は、国税に関する調査の結果、

更正決定等をすべきと認める場合には、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容（更正

決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。）を説明するものとし（２項）、また、説明

をする場合において、当該納税義務者に対し修正申告を勧奨することができる（３項）と定

めていることから、これらの各規定に基づき、Ｃ調査官において、平成２７年１２月７日及

び同月１８日、原告にその旨の説明をし、平成２８年１月１４日、Ｂ統括官及びＣ調査官に

おいて、更に同様の説明をした上、予めＣ調査官によりＦＸ取引に係る利益の額、事業所得

の金額、課税標準、納付すべき税額等が入力された修正申告書（乙８ないし１０）及び「修

正申告等について（交付用）」を交付して自発的な修正申告を促したところ、原告は、本件

各修正申告書に自ら住所、生年月日、電話番号等を記入し署名押印したのであるから、本件

各修正申告に至る手続に国賠法上違法な点はない。 

 その後、本件各係争年分の所得税等が各納期限までに完納されなかったため、平塚税務署

長は、国税通則法３７条１項に基づき、平成２８年２月２５日及び同年４月２６日に原告に

対して督促状により納付を督促した上、国税徴収法４７条１項に基づき、同年９月５日に本

件債権を差し押さえ、同法６２条１項に基づき、同月７日にＤ社に債権差押通知書を送達し

たものであって、本件差押処分における手続にも、何ら国賠法上違法な点はないものである。 

 なお、滞納者の国税については、「その者が納税について誠実な意思を有すると認められ

るとき」（国税徴収法１５１条１項、１５１条の２第１項）には、職権による換価の猶予

（同法１５１条）又は申請による換価の猶予（同法１５１条の２）により滞納処分による財

産の換価を猶予することができるが、原告は、平成２８年９月１日及び同月５日のいずれに

おいても、徴収官に対して具体的な納付計画を示さず、換価猶予の申請もしなかった上、Ｆ

Ｘ取引は極めて投機性が高く更に含み損が拡大する可能性も予測されたため、本件債権を差

し押さえたものであって、本件差押処分を行った点についても何ら国賠法上の違法はない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件取消しの訴えの適法性 

（１）原告は、本件各修正申告は、自由な意思に基づいて任意に行ったものではなく、国が強制

的にさせたものであるから、実質上は国の行為というべきであり、処分又は公権力の行使に

該当する旨を主張するので、以下、検討する。 

（２）認定事実 

ア 前提事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を併せれば、以下の事実が認められる。 

（ア）原告は、平成６年１１月２２日、平塚税務署長に対し、平成７年分以降の所得税の申

告を青色申告書により行うとする所得税の青色申告承認申請書（乙５）を提出していた

ところ、平成２５年３月、平成２４年分の所得税についての確定申告を、平成２６年３
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月及び平成２７年３月、平成２５年分及び平成２６年分の所得税及び復興特別所得税に

ついての確定申告（本件各確定申告）をそれぞれ行った。 

 原告は、平成２４年から平成２６年までの間、本件飲食業による所得を得ていたほか、

Ｄ社及びＥ銀行株式会社との間でＦＸ取引を行っていたが、本件各確定申告においては、

本件飲食業に係る事業所得のみを所得として確定申告をしていた。（乙１ないし３、５、

６、７の１ないし３） 

（イ）Ｃ調査官ほか平塚税務署員らは、平成２７年１０月２７日、原告の肩書地、本件店舗

及び住民票記載の住所地に臨場して調査を行った。 

 その際、Ｃ調査官は、原告から、ＦＸ取引は利益が生じていない旨の申出を受けたた

め、原告にＤ社とＥ銀行株式会社に係るＦＸ取引の資料を提出するよう依頼した。（乙

４） 

（ウ）Ｃ調査官は、平成２７年１１月６日、原告から、ＦＸ取引については追加保証金（追

証）に関して借入金がある旨を聞かされたことから、原告に対して、借入金に関する資

料を提出するように依頼した。（乙４） 

（エ）Ｃ調査官は、平成２７年１１月１９日、原告から、ＦＸ取引に係る資料として「年間

取引報告書」及び「金融商品取引年間報告書」（以下、併せて「本件各取引報告書」と

いう。）の写しを郵送で受領し、本件各係争年分のＦＸ取引について差金決済による利

益が生じていることを確認した。 

 そこで、Ｃ調査官は、同年１２月７日、原告に対して、当該利益に係る所得金額を計

算した結果によっては、本件各確定申告の内容を是正する必要がある旨説明した。（乙

４、６、７の１ないし３） 

（オ）Ｃ調査官は、平成２７年１２月１７日、原告から、ＦＸ取引に関する借入金に係る資

料（以下「本件借入金資料」という。）を郵送で受領し、借入金には利息の定めがない

ことを確認した。（乙４） 

（カ）Ｃ調査官は、平成２７年１２月１８日、原告に対して、本件各確定申告について是正

の必要性がある旨を再度説明したところ、原告から、ＦＸ取引には現在含み損が生じて

いるので含み益が生じるようになるまで是正を猶予してほしい、借入金はこれまで一度

も返済したことはないが、今後利息を付けて返済する予定なので、利息を必要経費と認

めて欲しい旨の申出を受けたため、納税できない状況であっても是正は必要であり、ま

た、借入金については利息が確認できない旨を説明した。（乙４） 

（キ）Ｂ統括官及びＣ調査官は、平成２８年１月１４日、平塚税務署において原告と面談し

た（本件面談）。Ｃ調査官は、上記面談に際して、原告に対し、予め用意していた本件

各係争年分についての原告のＦＸ取引に係る利益の額、事業所得の金額、課税標準、納

付すべき税額等が入力されている本件各修正申告書（乙８ないし１０）を提示するとと

もに、「修正申告等について（交付用）」を交付し、本件各係争年分の所得税等について、

ＦＸ取引に係る所得が申告漏れとなっており、本件各確定申告の内容を是正する必要が

あること、新たに納付すべき税額、過少申告加算税の額、延滞税の額及び当該各税額の

合計額についてメモを提示しながら説明し、また、上記「修正申告等について（交付

用）」に記載された事項を説明した上、本件各係争年分の所得税等について修正申告す

る意思があるのであれば、本件各修正申告書（乙８ないし１０）に必要事項を記入して
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署名及び押印するよう説明した。 

 これに対し、原告は、借入金の利息を本件各係争年分のＦＸ取引に係る所得金額の計

算上必要経費として認めてほしい旨述べるとともに、税金を納付できる状況ではない旨

を申し立てたことから、Ｃ調査官において、今後利息の支払を証する資料があれば更正

の請求をすることも可能であり、また、修正申告により納付の方法についても相談がで

きる旨を説明したところ、原告は、自ら本件各修正申告書に住所、生年月日、電話番号

等を記入して署名押印をし、また、「修正申告等について（控用）」（乙１１）にも署名

押印をして、これらを提出した。（乙４、８ないし１１） 

（ク）その後、本件各修正申告に係る税金の納期限である平成２８年１月１４日及び同年３

月３１日までに原告からの納付がなかったため、平塚税務署長は、同年２月２５日及び

同年４月２６日、原告に対し、督促状により納付を督促したものの、依然として納付さ

れなかったことから、同年９月１日、平塚税務署のＦ国税徴収官（以下「Ｆ徴収官」と

いう。）が本件店舗に臨場して原告と面談し、納税の見込み等を調査したところ、原告

から、ＦＸ取引により利益を捻出するので待ってもらいたいとの申出を受けた。 

 しかし、その後も、原告から翌２日に１万円が納付されただけであったため、Ｆ徴収

官は、同月５日、再度原告と面談したものの、原告から具体的な納付計画が提示される

ことはなく、換価の猶予の申請がされることもなかったため、平塚税務署長は、同日、

本件債権を差し押さえ（本件差押処分）、同月７日にＤ社に債権差押通知書を送達した。

（乙１３、１４、弁論の全趣旨） 

（ケ）原告は、平成２８年１１月２２日、平塚税務署長に対して再調査を請求し、また、平

成２９年１月１０日、国税不服審判所長に対して審査請求を申し立て、いずれにおいて

も、同税務署の署員が原告を騙して本件各修正申告書に印鑑を押させた旨を主張してい

たところ、本件訴訟においては、訴状において、Ｃ調査官が勝手に押印した旨を主張し

ていたが、その後、Ｂ統括官が威圧的に提出を求めたため、畏怖してＣ調査官に印鑑を

交付した旨に主張を変更するに至っている。（甲９、乙１２、弁論の全趣旨） 

イ 認定事実について補足するに、原告は、本件各修正申告書（乙８ないし１０）について、

本件面談の際、Ｂ統括官が威圧的に原告に対して印鑑の提出を求めたため、畏怖してＣ調

査官に印鑑を交付したところ、Ｃ調査官が勝手に本件各修正申告書に押印した旨を主張す

るが、認定事実ア（ケ）のとおり、原告は、再調査請求や審査請求においては、税務署員

が原告を騙して本件各修正申告書に印鑑を押させた旨を主張していたにもかかわらず、本

件訴訟においては、当初、Ｃ調査官が勝手に押印した旨を主張した後、Ｂ統括官が威圧的

に印鑑の提出を求めたため、畏怖してＣ調査官に印鑑を交付したと主張するなど、合理的

な理由もなくその主張を変遷させている上、原告は、本件各修正申告書が提出された後で

ある平成２８年９月１日にＦ徴収官と面談した際、ＦＸ取引により利益を捻出するので納

付を待って欲しい旨を申し出たにとどまり、本件各修正申告が違法であるなどとは何ら主

張していないのみならず、翌２日には１万円を納付するなど、本件各修正申告を前提とし

た対応を取っていることに照らせば、原告が任意に本件各修正申告書に住所、生年月日、

電話番号等を記入して署名押印をしたものと認めるのが相当である。 

（３）取消訴訟の対象となる処分その他公権力の行使に当たる行為とは、公権力の主体たる国又

は公共団体が法令の規定に基づき行う行為のうち、その行為により直接国民の権利義務を形
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成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解されるところ（最

高裁昭和●●年（○○）第●●号同３９年１０月２９日第一小法廷判決・民集１８巻８号１

８０９頁、最高裁昭和●●年（○○）第●●号同３０年２月２４日第一小法廷判決・民集９

巻２号２１７頁参照）、修正申告を含めた納税申告は、いわゆる私人の公法行為であって、

行政庁の公権力の行使とはいえず、これと同視しうる場合にも当たらないから、取消訴訟の

対象となる処分その他公権力の行使に当たる行為ということはできない上、そもそも、認定

事実のとおり、原告は、本件面談の際、Ｃ調査官より、本件各係争年分のＦＸ取引に係る所

得が申告漏れとなっているから、本件各確定申告の内容を是正する必要がある旨を説明され

たため、自ら本件各修正申告書に署名押印したことが認められるのであって、自らの意思で

任意に修正申告を行ったことが明らかであるから、この点においても、原告の主張は採用で

きるものではない。 

 以上によれば、本件取消しの訴えは不適法であって、却下を免れないというべきである。 

２ 本件差押処分に至る手続に国賠法上違法な点があるか否か 

 原告は、本件各修正申告及び本件差押処分はいずれも国賠法上違法である旨を主張するので、

以下、検討するに、認定事実によれば、本件各修正申告は、Ｃ調査官が、国税通則法７４条の

１１第２項及び３項に基づき、本件調査によれば、本件各係争年分の所得税等についてＦＸ取

引に係る所得が申告漏れとなっているため、本件各確定申告の内容を是正する必要がある旨を

説明した上、予めＦＸ取引に係る利益の額、事業所得の金額、課税標準、納付すべき税額等が

入力された本件各修正申告書を示して修正申告を勧奨したのに対し、原告が、自ら任意に本件

各修正申告書に署名押印等をして提出したというのであるから、これらの手続において国賠法

上違法な点は見当たらない。 

 また、本件差押処分についてみるに、認定事実によれば、原告は、本件各修正申告に係る所

得税等を各納期限までに完納しなかったため、平塚税務署長は、国税通則法３７条１項に基づ

き、原告に対して督促状により納付を督促したが、上記督促状を発した日から起算して１０日

を経過した日までに滞納国税が完納されなかったため、国税徴収法４７条１項に基づき、本件

債権を差し押さえた上、同法６２条１項に基づき、本件差押処分に係る債権差押通知書をＤ社

に送達したというのである上、原告は、平成２８年９月１日及び同月５日、滞納に関する調査

のために臨場したＦ徴収官と面談したものの、具体的な納付計画を示さず、換価猶予の申請も

しなかったというのであり、更には、本件債権が極めて投機性の高いＦＸ取引に関する証拠金

の返還請求権及び売買差益金等の支払請求権であり、含み損が拡大して追加の証拠金の差し入

れを求められる事態も容易に想定されたなどの事情を併せ鑑みると、本件差押処分についても

国賠法上違法な点があったとはいえない。 

 以上によれば、被告に対して国賠法に基づき損害賠償１０万円の支払を求める原告の請求は、

その余の点について判断するまでもなく理由がない。 

３ 結論 

 よって、本件取消しの訴えは不適法であるからこれを却下し、その余の原告の請求は理由が

ないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

横浜地方裁判所第１民事部 

裁判長裁判官 大久保 正道 
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   裁判官 三村 義幸 

   裁判官 松野 豊 


